
平 成 22年 12月 6日

議 長 決 裁

秋 田市議 会 政 務調 査 費使 途基 準 に係 る運 用 指針

1各項 目共通 指 針

(1) 政 党 活 動 ､選 挙 活 動 ､宗 教 活 動 ､冠 婚 葬 祭 お よび後 援 会 活 動 に係 る経

費 は認 め な い｡

(2) 調 査 研 究 活 動 と個 人 的 な支 出 の 両 方 が 想 定 され る場 合 ､ 別 に定 め る上 限

割 合 に よ る もの とす る｡

(3) 政 務 調 査 費 を支 出 した と きは ､領 収 書 を徴 す る こ と｡ た だ し､領 収 書 杏

徹 し得 な い もの につ い て は ､会 派 の 代 表 者 の 支 払 証 明書 を も って換 え る こ

とが で き る｡

2 各項 目別 指 針

項 目 指 針

研究 研修 費

会 派 が 研 究 会

お よ び 研 修 会

を 開 催 す る た

め に 必 要 な 経

費

会 派 の 所 属 議

員 が 他 の 団 体

の 開 催 す る 研

究 会 お よ び 研

修 会 に 参 加 す

る た め に 必 要

な経 費

◎会 場 費 ､講 師謝 金 ､交通 費 ,宿 泊 費 (講 師 招へ い経 費 )､

資料 印刷 代 ､ その他 会 議 等 開催 に係 る経 費 ｡

○ 講 師 に対 す る交 通 費 ･宿 泊 費 は ､ 秋 田市 の 旅 費 規 程

に基 づ き積 算 す る｡

○ 講 師 に対 す る接 待 は ､ 茶 菓 子 代 お よ び 昼 食 代 ま で と

する｡

◎ 出席者 負担 金 ･会 費 ､交 通 費 ､宿 泊 費等

○ 交 通 費 且宿 泊 費 は秋 田市 の 旅 費 規 程 に 基 づ き積 算 す

る｡

○ 調 査 研 究 活 動 に 係 る ガ ソ リン代 は ､ そ の 活 動 毎 に走

行 1キ ロメー トル 当 た り 3 7円 で積 算 す る｡ (毎 月 あ

る い は年度 を通 して の領 収 書 の金 額 を超 えな い嶺 と

し､その使 用 目的 を記載 す る｡)
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○ 祝 賀会 ､記 念 式 典 ､ p T A 懇 談 会 ､各 種 総 会 ､ そ の

他 飲 食 を主 目的 と した 会 合 は ､調 査 研 究 活動 以外 の

もの と して､認 め な い○

○ 上 記 以外 で ､調 査 研 究 活 動 と して の意 見 交 換 の場 と

判 断 され る懇談 会 等 は ､ そ の 内 容 が報 告 書 に記 載 が

あれ ば認 め る○

○ 各 種 団体 へ の 年 会 費 等 は ､調 査 研 究 活 動 以外 の政 治

的 あるいは個 人的 な性 質の場合 は認 め な い○

調査旅費 ◎交通 費 ､宿 泊垂等

会 派 が 行 う調 ○秋 田市 の旅 費規程 に基 づ き積算 す るo

査 研 究 活 動 に必 要 な 先 進 地調 査 又 は 現 地調 査 に 要 す る経費 ○海外行政視 察 は､調査研究活動の 目的 を明確 にす る.

資料作成 費 ◎ 印刷 製本費 ､翻訳料 ､事務機器 の購 入費 お よび リース

会 派 が 行 う調 料等

査 研 究 活 動 の ○ 印刷 費 ､郵 送 料 等 は ､ その 使 用 目的 が わ か る領 収 書

た め に 必 要 な を添付す る○

資 料 の 作 成 に ○3万 円 以上 の事 務 機 器 につ いて は ､任 期 中 の リー ス

要す る経 費 契約 とす るo

資料購 入費 ○書 籍 を購 入 した ときは､購 入 した書籍の 内訳がわか

会 派 が 行 う調 る領収書 を添付す るo

査 研 究 活 動 の ○調 査 研 究 活 動 に 関連 が な い と思 わ れ る週 刊 誌 ､雑 誌

た め に 必 要 な 等 は認 めな いo
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広報費 ◎広報紙 ､報告書等の印刷 費 および送料 ､会場費等

会 派 が 調 査 研 ○広報紙 を作成 し､政務調査 費 を充 当す る ときは､支

究 活 動 お よ び 出報告書 には広報紙 (1部)を添付す るo

議 会 活 動 な ら ○会派 の議会活動 ､市 政 に関す る政 策等 の広報 に資す

び に 市 の 政 策 る経 費 で あ り､個 人 的 な活 動 報 告 を主 とす る広報 紙

に つ い て 住 民 とな らないよ う留意す るo

に報 告 す る た ○ 広 報紙 の配 布 等 の経 費 に つ いて は ､そ の 内訳 がわ か

め に 必 要 な 経費 る領収書 を添付す るo

広聴章 ◎会場 費､印刷費､茶菓子代等

会 派 が 住 民 の市 政 に 関 す る要 望 お よ び意見 を聴 くた めの 会 議 等 に要す る経 費 ○茶菓子代以外の飲食 は認め ない○

人件草 ◎臨時雇用の人件費

会 派 が 行 う調 ○雇 用 日数 ､雇 用 時間 等 のわ か る資料 (就 業 内訳 ) を

査 研 究 活 動 を補 助 す る者 の雇 用 に 要 す る経費 添付す るo

事務所 章 ◎ 事 務 所 の賃借 料 ､維 持 管 理 費 ､備 品 お よ び事 務 機器 の

会 派 が 行 う調 購入費 .リー ス料等

査 研 究 活 動 の ○会 派 が調 査 研 究 活 動 の拠 点 と して事 務 所 を設 置 す る

た め に 必 要 な こ とが必要 と判 断 した 場 合 ､ それ に要 す る経 費 を認

事 務 所 の 設 置 め る○

お よ び 管 理 に 〇億 品 お よび事 務 機 器 で 3万 円 以上 の もの につ いて は
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事務費

上 記 以外 の 経

費 で会 派 が 行

う調 査 研 究 活

動 の た め に 必

要 な事 務 的 経

費

○ 自宅の固定電話の料金は認めない｡

○携 帯電話 の使用 料 につ いて は､調査 研 究活動 以外 の

使用が想定 され るため ､経費 の50%を上 限 とす る｡

○事務用品代は､調査研究活動 に使用す るものに限る｡

○ 自宅で使用 す る事 務機 器 お よびイ ンター ネ ッ ト接続

等 にかか る経費 につ いては､調 査研究 活動 以外 の使

用が想定 され るため､経費の50%を上限 とす る｡

※ この指針 は平成 23年度分の政務調査費か ら運用す る｡
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